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県立那珂湊高等学校 

18歳成人時代の消費者トラブルを未然に防ぐ 

「高校生向け消費生活講演会」の開催 
 
本校では、成年年齢が 18歳に引き下げられたことを受け、生徒たちが社会に出る

前に消費者としての正しい知識を身に付け、トラブルに巻き込まれないようにするた
めの実践的な教育に力を入れております。  
このたび、中央労働金庫の職員様、および茨城県住みます芸人の「オスペンギン」

様をお招きし、身近に潜む契約の仕組や消費者トラブルの具体的事例について、わか
りやすく楽しく学べる講演会を企画いたしました。 
未来を担う高校３年生が真剣に、そして活き活きと学ぶ姿を通して、若年層の消費

者被害未然防止に向けた、本校の取り組みを、ぜひ御取材ください。 
 

記 
 
１ 日 程 令和８年７月８日（水） 11:50～12:40 
 
２ 会 場 県立那珂湊高等学校 多目的ホール（ひたちなか市山ノ上町 4-6） 
 
３ 目 的 成年年齢が 18歳に引き下がったことに伴い、高校生の段階から契約や

消費者トラブルの具体的事例を紹介することで、消費者トラブルを未然
に防ぐ一助とする。 

 
４ 講 師 中央労働金庫職員 
      茨城県住みます芸人 オスペンギン 
 
５ 対 象 第３学年生徒（93名） 
 
６ その他 ・閉講式終了後、生徒への取材は可能です。 

・御取材いただける場合は、７月７日（火）17:00までに担当まで御 
       連絡ください。 

・当日は、11:40までに県立那珂湊高等学校へお越し願います。 
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